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(57)【要約】
【課題】　厚さが１ｍｍ程度の薄いシート型ずれ応力セ
ンサと、それを複数配置した分布型ずれ応力センサを提
供することである。
【解決手段】　圧電材料からなる圧電薄板１１を上側伝
達板１６及び下側伝達板１７で挟み込み、圧電薄板１１
の上面の一部と上側伝達板１６の下面とを上接着層１３
で接着し、圧電薄板１１の下面の一部と下側伝達板１７
とを下接着層１４で接着する。そして、上下の接着層１
３、１４は実質的に重畳しないように配置する。ずれ応
力によって上側伝達板１６及び下側伝達板１７にそれぞ
れ逆向きに加わる力を、上下の接着層１３，１４を介し
て圧電薄板１１に伝え、圧電薄板１１を圧縮又は伸張さ
せて電荷を発生させる。この電荷を電極膜１２ａ、１２
ｂを介して出力することでずれ応力を検出する
【選択図】図１



(2) JP 2009-222556 A 2009.10.1

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　圧電材料からなる圧電薄板と、
　前記圧電薄板を挟むように設けた上側伝達板及び下側伝達板とを備え、
　前記圧電薄板は前記上側伝達板と上接着部で接着され、前記下側伝達板と下接着部で接
着され、
　前記上下接着部は実質的に重畳しないように配置され、
　ずれ応力によって前記上側伝達板及び下側伝達板にそれぞれ逆向きに作用する力を、前
記上下接着部を介して前記圧電薄板に伝え、前記圧電薄板を圧縮又は伸張させて電荷を発
生させてずれ応力を測定することを特徴とするずれ応力センサ。
【請求項２】
　隣接して配置した圧電材料からなる第１圧電薄板及び第２圧電薄板と、
　前記第１圧電薄板及び前記第２圧電薄板を挟むように設けた上側伝達板及び下側伝達板
とを備え、
　前記第１圧電薄板は前記上側伝達板と上接着部で接着され、前記下側伝達板と下接着部
で接着され、且つ、前記上下接着部は実質的に重畳しないように配置され、
　前記第２圧電薄板は前記上側伝達板と上接着部で接着され、前記下側伝達板と下接着部
で接着され、且つ、前記上下接着部は実質的に重畳しないように配置され、更に、前記第
１圧電薄板の上接着部と前記第２圧電薄板の上接着部が逆転して配置され、
　ずれ応力により前記上側伝達板及び下側伝達板にそれぞれ逆向き作用する力を、前記接
着部を介して前記第１圧電薄板及び前記第２圧電薄板に伝え、前記第１圧電薄板を圧縮又
は伸張させて電荷を発生させるとともに、前記第２圧電薄板を伸張又は圧縮させて前記第
１圧電薄板と逆方向の電荷を発生させて両電荷の出力差からずれ応力を測定することを特
徴とするずれ応力センサ。
【請求項３】
　前記圧電薄板は圧電材料を延伸して形成されてなり、前記圧電薄板の前記上下接着部を
延伸方向に直線上に配置し、前記圧電薄板を延伸方向に圧縮又は伸張させることを特徴と
する請求項１又は２に記載のずれ応力センサ。
【請求項４】
　前記圧電薄板と前記上側伝達板及び前記下側伝達板とは上下接着層を介してそれぞれ接
着され、前記上下接着層と同じ厚みの滑りシートを前記上下接着層に隣接して配置し、前
記上側伝達板及び前記下側伝達板と前記圧電薄板とを平坦に接触させることを特徴とする
請求項１又は２に記載のずれ応力センサ。
【請求項５】
　前記上側伝達板の縁と前記下側伝達板の縁を接続し、前記上側伝達板又は前記下側伝達
板のめくれを抑止することを特徴とする請求項１又は２に記載のずれ応力センサ。
【請求項６】
　請求項１又は２のいずれかに記載のずれ応力センサを少なくとも二組以上備え、
　一方の前記ずれ応力センサを前記圧電薄板の延伸方向をＸ軸方向に一致させて配置し、
他方の前記ずれ応力センサを前記圧電薄板の延伸方向をＹ軸方向に一致させて配置してな
り、Ｘ軸方向及びＹ軸方向のずれ応力を測定することを特徴とするずれ応力センサ。
【請求項７】
　請求項１又は２のいずれかに記載のずれ応力センサを多数個同一平面上に配置したこと
を特徴とする分布型ずれ応力センサ。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ずれ応力（摩擦力）を測定するずれ応力センサ及び分布型ずれ応力センサに
関する。特に、薄いシート状で、曲面部にも設置可能な１軸又は２軸のずれ応力センサと
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、このずれ応力センサを複数配置して構成した分布型ずれ応力センサに関する。
【背景技術】
【０００２】
　指先などの摩擦力や身体部位とベッドの間の摩擦力、各種力学量の計測用、ロボット用
等、ずれ応力を測定するための薄型のずれ応力センサが求められており、これらのずれ応
力を検出するものとして、従来から使用されてきた歪みゲージに代わり、歪みゲージを用
いたセンサよりも非常に薄い圧電フィルムを応用したセンサの開発が期待されている。
【０００３】
　例えば、特許文献１では、圧電フィルムを用い、剪断方向の変動荷重や圧縮方向の変動
荷重を検知するセンサについて開示されている。圧電フィルムの表面上に離間して配設さ
れた一対の同一形状の表電極と、圧電フィルムの裏面上に表電極と同一形状で投影面が重
なる一対の裏電極を配置し、表電極及び圧電フィルムの表面を表歪増幅部材で覆うととも
に、裏電極及び圧電フィルムの裏面を表歪増幅部材で覆っている。そして、表歪増幅部材
の上面に荷重伝達部材を配設し、この荷重伝達部材に加わるずれ応力で表歪増幅部材及び
裏歪増幅部材を変形させることにより、圧電フィルムの歪み量を増大させ、その歪みに伴
う分極で発生する電荷量を増大させて測定感度を高めている。
【特許文献１】特開２００６－２２６８５８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１では、圧電フィルムを表歪増幅部材及び裏歪増幅部材で覆っており、この歪
増幅部材の厚みはそれぞれ１ｍｍ～５ｍｍ必要としている。１ｍｍよりも薄いと歪増幅部
材自体の歪み量が小さくなり、増幅効果を得ることができないため、これ以上薄いセンサ
を得るには限界がある。
【０００５】
　そして、表歪増幅部材の上面に荷重伝達部材を設置しなければならず、実施の際にはこ
の荷重伝達部材をゴム等で覆う必要があることから、更に厚みが増し、全体で５ｍｍ程度
の厚みになってしまう。
【０００６】
　このため、センサの設置が狭い隙間に挟み込んで設置しなければならない状況下では、
その厚みゆえに使用ができないという問題がある。そして、５ｍｍ程度厚さがあると、ベ
ッド身体部位と対象物の間に挟み込んで使用した場合に、センサの厚さ分の段差によって
違和感が生じるという問題があった。
【０００７】
　このような状況において、本発明が解決しようとする課題は、厚さが１ｍｍ程度の、薄
く曲面部にも設置可能で、ずれ応力を精度良く測定できるシート型のずれ応力センサを提
供することである。また、複数のシート型のずれ応力センサを直線上または二次元状に配
置した分布型ずれ応力センサを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、圧電材料からなる圧電薄板と、前記圧電薄板を挟むように設けた上側伝達板
及び下側伝達板とを備え、前記圧電薄板は前記上側伝達板と上接着部で接着され、前記下
側伝達板と下接着部で接着され、前記上下接着部は実質的に重畳しないように配置され、
ずれ応力によって前記上側伝達板及び下側伝達板にそれぞれ逆向きに作用する力を、前記
上下接着部を介して前記圧電薄板に伝え、前記圧電薄板を圧縮又は伸張させて電荷を発生
させてずれ応力を測定することを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明は、隣接して配置した圧電材料からなる第１圧電薄板及び第２圧電薄板と
、前記第１圧電薄板及び前記第２圧電薄板を挟むように設けた上側伝達板及び下側伝達板
とを備え、前記第１圧電薄板は前記上側伝達板と上接着部で接着され、前記下側伝達板と
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下接着部で接着され、且つ、前記上下接着部は実質的に重畳しないように配置され、前記
第２圧電薄板は前記上側伝達板と上接着部で接着され、前記下側伝達板と下接着部で接着
され、且つ、前記上下接着部は実質的に重畳しないように配置され、更に、前記第１圧電
薄板の上接着部と前記第２圧電薄板の上接着部が逆転して配置され、ずれ応力により前記
上側伝達板及び下側伝達板にそれぞれ逆向き作用する力を、前記接着部を介して前記第１
圧電薄板及び前記第２圧電薄板に伝え、前記第１圧電薄板を圧縮又は伸張させて電荷を発
生させるとともに、前記第２圧電薄板を伸張又は圧縮させて前記第１圧電薄板と逆方向の
電荷を発生させて両電荷の出力差からずれ応力を測定することを特徴とする。
【００１０】
　更に、本発明は、前記圧電薄板は圧電材料を延伸して形成されてなり、前記圧電薄板の
前記上下接着部を延伸方向に直線上に配置し、前記圧電薄板を延伸方向に圧縮又は伸張さ
せることを特徴とする。
【００１１】
　更に、本発明は、前記圧電薄板と前記上側伝達板及び前記下側伝達板とは前記上下接着
層を介してそれぞれ接着され、前記上下接着層と同じ厚みの滑りシートを前記上下接着層
に隣接して配置し、前記上側伝達板及び前記下側伝達板と前記圧電薄板とを平坦に接触さ
せることを特徴とする。
【００１２】
　更に、本発明は、前記上側伝達板の縁と前記下側伝達板の縁を接続し、前記上側伝達板
又は前記下側伝達板のめくれを抑止することを特徴とする。
【００１３】
　更に、本発明は、請求項１又は２のいずれかに記載のずれ応力センサを少なくとも二組
以上備え、一方の前記ずれ応力センサを前記圧電薄板の延伸方向をＸ軸方向に一致させて
配置し、他方の前記ずれ応力センサを前記圧電薄板の延伸方向をＹ軸方向に一致させて配
置してなり、Ｘ軸方向及びＹ軸方向のずれ応力を測定することを特徴とする。
【００１４】
　更に、本発明は、請求項１又は２のいずれかに記載のずれ応力センサを多数個同一平面
上に配置したことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明に依れば、圧電薄板の上面の一部を上側伝達板と接着し、圧電薄板の下面を下側
伝達板に接着した簡単な構造であり、しかも圧電薄板及び上下の伝達板はいずれも数１０
μｍから数１００μｍの薄いものから構成できる。このため、厚さ１ｍｍ以下の薄い１軸
又は２軸のずれ応力センサを構成することができる。これにより、センサを狭い隙間に挟
み込んで設置しなければならない状況下においても支障なく使用できる。
【００１６】
　また、本発明に依れば、上下の接着部は実質的に重畳しないように配置しており、ずれ
応力が加わった場合に、上下の伝達板がそれぞれ逆向きに作用する。ずれ応力の全ては接
着層を介して圧電薄板に負荷され、圧縮或いは伸張することになる。これにより、圧電薄
板は歪み、ずれ応力に応じた電荷を発生させるので、この電荷量を取り出すことでずれ応
力を測定することができる。
【００１７】
　更に、本発明に依れば、２組のずれ応力検出要素を平行に配置するとともに、その接着
部が互い違いになるよう、それぞれの上接着部を逆転して配置している。一方のずれ応力
検出要素に過度の圧縮荷重を受けると上下の伝達板が浮いて圧電薄板が面外にたわむ変形
を生じるが、他方のずれ応力検出要素は引っ張り荷重を受けるので、上下の伝達板は圧電
薄板を上下方向から押さえ付けるように働く。これにより、上下の伝達板が浮かず、圧縮
荷重を受ける圧電薄板が面外にたわむ変形を抑えるので、ずれ応力を正確に検出すること
が出来る。
【００１８】
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　更に、本発明に依れば、圧電薄板の延伸方向をずれ応力の方向に合わせて構成している
。圧電薄板は延伸方向に歪みが生じた際に、もっとも大きな分極が生じ電荷が発生するの
で、より検出精度の高いずれ応力センサを提供できる。
【００１９】
　更に、本発明に依れば、接着層に隣接して接着層と同じ厚みの滑りシートを配置してい
るので、圧電薄板の撓みによる段差が生じず、ずれ応力の検出精度を高めている。
【００２０】
　更に、本発明に依れば、上側伝達板の縁と下側伝達板の縁とをゴム等の接続部材で接続
しているので、伝達板がめくれ上がることもない。
【００２１】
　更に、本発明に依れば、上側伝達板及び下側伝達板に樹脂薄板あるいは金属薄板を用い
ると、面外曲げ剛性の小さい構成が可能になるので、曲面部にも設置可能なシート型ずれ
応力センサを作製することができる。
【００２２】
　更に、本発明に依れば、２組以上のずれ応力検出要素を直交させて配置しているので、
Ｘ軸及びＹ軸方向のずれ応力を一度に検出することが出来る。
【００２３】
　更に、本発明に依れば、複数のずれ応力検出要素を一次元状或いは二次元状に配置して
いるので、広範囲に作用するずれ応力を分布して検出することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　図１から図３を参照し、第１実施形態に係るずれ応力センサ１について説明する。図１
はずれ応力センサ１の概略構成を示す斜視図及び断面図、図２は圧電薄板の電荷の発生状
況を示す斜視図、また、図３はずれ応力センサの検出原理を示す断面図である。本発明の
ずれ応力センサ１は図１の斜視図に示すように、薄いシート状のずれ応力センサである。
【００２５】
　図１に示すように、ずれ応力センサ１は、主に、圧電薄板１１、圧電薄板１１を挟むよ
うに設けた上側伝達板１６及び下側伝達板１７、圧電薄板１１の両面に付された電極膜１
２ａ、１２ｂ、電極膜１２ａ、１２ｂを介して圧電薄板１１と上下の伝達板１６，１７を
接着する上接着層１３、下接着層１４、上下の接着層１３，１４に隣接して配置した滑り
シート１５ａ、１５ｂから構成される。
【００２６】
　圧電薄板１１は、歪みに応じて分極し、電流を流す圧電材料から形成されたものを用い
る。例えば、ポリフッ化ビニリデンやシアン化ビニリデン等の高分子圧電材料を延伸して
形成されたものを用いると良い。このように延伸して形成された圧電薄板１１は、延伸方
向に収縮或いは伸張する歪みに対して、最も大きな電荷が生じる。従って、ずれ応力が加
わる方向と圧電薄板１１の延伸方向を一致させるとよい。小さなずれ応力でも分極効率が
良いため、精度良く測定できることになる。
【００２７】
　図２は、圧電薄板１１の正極面を上側に配置した場合について、圧電薄板１１が圧縮又
は伸張した際の、電荷の発生状況を示したものである。このように、圧電薄板１１の上面
を正極面（＋）、下面を負極面（－）として配置した場合、図２（Ａ）の矢印のように、
圧電薄板１１が延伸方向に伸張すると、圧電薄板１１の上面には正の電荷（＋Ｑ）が発生
し、下面には負の電荷（－Ｑ）が生じる。一方、図２（Ｂ）の矢印のように、圧電薄板１
１が延伸方向に収縮すると、上記とは逆に圧電薄板の上面に負の電荷（－Ｑ）が発生し、
下面には正の電荷（＋Ｑ）が発生することになる。このように発生する電荷量は、圧電薄
板の収縮又は伸張による歪み量と比例する。
【００２８】
　電極膜１２ａ、１２ｂは、圧電薄板１１表裏面に蒸着、スパッタリングなどによって設
けられ、電極膜１２ａ、１２ｂに導電塗料、カシメなどで電気端子を取り付け、それぞれ
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配線２１ａ、２１ｂが接続されている。これにより、圧電薄板１１の歪みによる出力信号
を取り出している。なお、市販の圧電薄板１１に電極膜１２ａ、１２ｂが設けられたもの
を用いればよいが、本発明の趣旨からして、圧電薄板１１及び電極膜１２ａ、１２ｂはで
きるだけ薄く形成されたもの、例えば厚さ２０μｍ～２００μｍからなるものを用いると
良い。
【００２９】
　上側伝達板１６及び下側伝達板１７には、樹脂板、金属板、繊維強化樹脂板など、面内
に剛性を有する板を用いる。面内に剛性を有する部材であれば、面外に曲げ変形可能な樹
脂薄板、金属薄板、繊維強化樹脂薄板などの薄いシート部材を使用しても良い。
【００３０】
　そして、圧電薄板１１の上面側の接着層１３は、上側伝達板１７と全て接着し、圧電薄
板１１の下面側の接着層１４は、下側伝達板１７と全て接着する。
【００３１】
　この場合、上下の接着層１３、１４は、圧電薄板１１の延伸方向に沿って逆方向に配置
する。上述のように、圧電薄板１１は延伸方向に歪みが生じる際に、最も大きく分極し、
精度良くずれ応力を検出精度が高くなるからである。
【００３２】
　上下の接着層１３、１４は、上側伝達板１６又は下側伝達板１７に加わるずれ応力を圧
電薄板１１に伝え、圧電薄板１１を圧縮或いは伸張させて分極させる役割を有する。この
ため、各接着層１３、１４は、圧電薄板１１の厚み方向から見て実質的に重畳しないよう
に配置する。そして、各接着層１３、１４が圧電薄板１１の延伸方向に沿って直線上に配
置する。このように接着層１３、１４を配置することで、上側伝達板１６又は下側伝達板
１７にずれ応力が作用した場合、それぞれの接着層１３、１４を介して圧電薄板１１を圧
縮或いは伸張させるように作用する。
【００３３】
　接着層１３、１４としては、電極膜１２ａ、１２ｂを付けた圧電薄板１１を上側伝達板
１６及び下側伝達板１７に固定できるもので有れば特に限定されない。例えば、接着剤或
いは強度の強い粘着シートを用いることができる。
【００３４】
　滑りシート１５は、ずれ応力が加わって歪みが生じても、圧電薄板１１が平面を保つよ
うにする役割を有する。このため、滑りシート１５は圧電薄板１１に引っ張り荷重或いは
収縮荷重が加わっても平面を保持できるよう、接着層１３、１４の厚みと略同じにすると
よい。そして、接着層１３，１４と滑りシート１５は圧電薄板１１の中央を境に設け、出
来るだけ隙間が生じないように設けると良い。また、接着層１３と同じ厚みとすることで
、ずれ応力センサ１に段差が生じることを抑えることができ、上下の伝達板１６，１７と
圧電薄板１１とが、電極膜１２、接着層１３，１４及び滑りシート１５を介して平坦に接
触させることができる。
【００３５】
　滑りシート１５は、上側伝達板１６或いは下側伝達板１７と圧電薄板１１の間を低摩擦
抵抗で滑る素材を用いる。抵抗が大きいとずれ応力が摩擦力で緩和され、圧電薄板１１を
歪ませる力が小さくなるからである。このような素材として、フッ素樹脂やロウ引き紙等
を用いると良い。
【００３６】
　滑りシート１５は、圧電薄板１１及び伝達板１６，１７のいずれにも固定する必要はな
いが、滑りシート１５が離脱してしまわないよう、いずれか一方に接着剤等で固定して用
いるとよい。
【００３７】
　続いて、図３を参照し、ずれ応力の検出原理について説明する。図３（Ａ）は、上側伝
達板１６にずれ応力が紙面右から左へ加わった場合の図１のＡ－Ａ’断面図、（Ｂ）はず
れ応力が紙面左から右に加わった場合の図１のＡ－Ａ’断面図である。
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【００３８】
　まず、ずれ応力センサ１は、圧電薄板１１の延伸方向に、ずれ応力による引っ張り或い
は圧縮が作用するように設置する。
【００３９】
　図３（Ａ）に示すように、ずれ応力が上側伝達板１６に紙面右から左に加わった場合、
滑りシート１５ａは上側伝達板１６或いは圧電薄板１１と接着されておらず、また、圧電
薄板１１の右側上面は上接着層１３によって上側伝達板１６と接着されているから、白抜
き矢印に示すように、圧電薄板１１の右側は圧電薄板１１の中央に向けて圧縮荷重を受け
る。
【００４０】
　また、下側伝達板１７は下面を固定して用いることから、矢印に示すように紙面左から
右へと反力がかかる。滑りシート１５ｂは下側伝達板１６或いは圧電薄板１１と接着され
ておらず、また、圧電薄板１１の左側下面は下接着層１４によって下側伝達板１７と接着
されているから、白抜き矢印に示すように、圧電薄板１１の左側は圧電薄板１１の中央に
向けて圧縮荷重を受ける。
【００４１】
　この結果、圧電薄板１１は両側から圧縮され、収縮して歪み、分極する。これにより歪
み量に応じた電荷が生じる。例えば、圧電薄板１１の上面を正極、下面を負極として配置
している場合、圧電薄板１１が収縮すると上面の正極側には負の電荷（－Ｑ）、下面の負
極側には正の電荷（＋Ｑ）が生じることになる。
【００４２】
　ここで発生する電荷量はずれ応力の大きさに比例するので、この電荷を電極膜１２ａ、
１２ｂを介して取り出すことで、ずれ応力に応じた出力信号が得られ、ずれ応力の大きさ
を測定することができる。
【００４３】
　一方、図３（Ｂ）に示すように、ずれ応力が上側伝達板１６に紙面左から右へ加わった
場合、圧電薄板１１の右側上面は上接着層１３によって上側伝達板１６と接着されている
から、白抜き矢印に示すように、圧電薄板１１は右側の端部に向けて引っ張り荷重を受け
る。
【００４４】
　また、下側伝達板１７は下面を固定していることから、矢印に示すように紙面右から左
へと反力がかかる。圧電薄板１１の左側下面は下接着層１４によって下側伝達板１７と接
着されているから、白抜き矢印に示すように、圧電薄板１１は左側の端部に向けて引っ張
り荷重を受ける。
【００４５】
　この結果、圧電薄板１１は両端へ向けて左右に引っ張られ、伸張して歪むので、歪み量
に応じた電荷が生じる。例えば、圧電薄板１１の上面を正極、下面を負極として配置して
いる場合、圧電薄板１１が伸張すると、上述の収縮とは逆に、上面の正極側には正の電荷
（＋Ｑ）、下面の負極には負の電荷（－Ｑ）が生じることになる。
【００４６】
　発生する電荷量はずれ応力の大きさに比例するので、この電荷を電極膜１２ａ、１２ｂ
を介して取り出すことで、ずれ応力に応じた出力信号が得られ、ずれ応力の大きさを測定
することができる。
【００４７】
　なお、本発明のずれ応力センサ１はずれ応力検出要素の一方の面とずれ応力伝達板との
間が接合されていない部分があるので、ずれ応力伝達板に垂直方向の圧縮荷重がほとんど
作用しない状態でずれ応力のみが作用した場合、ずれ応力伝達板の縁部分がめくれあがる
ことがある。
【００４８】
　これを抑制するため、上側および下側の伝達板１６、１７の周囲の縁部分を上下の伝達
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板１６、１７の水平方向のずれ変形を拘束しない形態で接続すると良い。例えば、図４に
一例を示すように、上下の伝達板１６、１７の縁部分を薄いゴム板や、布帛などの接続部
材４１ａ、４１ｂ、４１ｃ、４１ｄでゆるやかに接続すると、上下の伝達板１６，１７の
ずれ変形を拘束することなく、縁部分がめくれあがるのを防止できる。
【００４９】
　次に、図５から図８を参照して、第２実施形態のずれ応力センサ２について説明する。
図５は、概略構成を示す斜視図、図６は、図５のＸ－Ｘ’及びＹ－Ｙ’断面図、図７は、
ずれ応力が加わった状態を示す図５のＸ－Ｘ’及びＹ－Ｙ’断面図、また、図８は配線構
造を示す図５のＺ－Ｚ’断面図である。
【００５０】
　図５からわかるように、第２実施形態のずれ応力センサ２は、概略として上述のずれ応
力センサ１を同一平面上に２組平行に配置したものである。なお、一組の圧電薄板１１、
電極膜１２、上下の接着層１３、１４、及び上下の滑りシート１５を、以下、ずれ応力検
出要素３１ａ、３１ｂとして説明する。
【００５１】
　図６の断面図に示すように、ずれ応力検出要素３１ａと３１ｂは、上接着層１３ａと上
接着層１３ｂが逆転して配置した形態である。つまり、ずれ応力検出要素３１ｂは、ずれ
応力検出要素３１ｂを水平に１８０°回転させた状態である。
【００５２】
　また、後述するが、圧電薄板１１ａと圧電薄板１１ｂは、正極面と負極面がそれぞれ反
転した状態に配置することが好ましい。例えば、圧電薄板１１ａは、負極面を上方に向け
て配置し、一方の圧電薄板１１ｂは、正極面を上方に向けて配置する。
【００５３】
　前述のずれ応力センサ１の場合、ずれ応力が図３（Ａ）のように作用すると、電極膜を
付けた圧電薄板１１は圧縮されて電荷を生じるが、圧電薄板１１は薄いため、圧縮荷重が
ある程度大きくなると、上下の伝達板１６、１７を浮かせて面外にたわむ変形をするよう
になる。
【００５４】
　このたわむ変形を防止するために、ずれ応力センサ２では、ずれ応力検出要素３１を２
組設置している。そして、ずれ応力検出要素３１ａと３１ｂは、上接着層１３ａ、１３
ｂが逆転した形態とし、平行に配設することで、一方のずれ応力検出要素３１の圧電薄板
１１に圧縮荷重が作用した場合でも、他方のずれ応力検出要素３１の圧電薄板１１が引っ
張り荷重を受け、上下の伝達板１６、１７を浮かず、圧電薄板１１が面外にたわむ変形が
生じなくなる。
【００５５】
　例えば、図７に示すように、ずれ応力が左から右へとかかる場合、図７（Ｂ）に示すず
れ応力検出要素３１ｂでは圧縮荷重がかかるので、圧電薄板１１ｂは圧縮され、たわみ変
形を生じるおそれがある。しかし、このようにずれ応力がかかっている場合、図７（Ａ）
に示す他方のずれ応力検出要素３１ａでは引っ張り荷重がかかり、上下の伝達板１６、１
７が圧電薄板１１ａ、１１ｂを上下から押さえ込むように作用することから、上下の伝達
板１６、１７が浮くことはない。上下の伝達板１６、１７は上下の接着層１３、１４を介
して双方のずれ応力検出要素３１ａ、３１ｂ双方と接着しているため、結果として上下の
伝達板１６、１７を浮かせて圧電薄板１１ｂが面外にたわもうとすることを抑えている。
【００５６】
　また、ずれ応力検出要素３１を２組設置することで、ずれ応力をより精度良く検出する
ことができる。図８は、ずれ応力検出要素対３１ａと３１ｂの配線方法を説明する図であ
る。一例として、第1のずれ応力検出要素３１ａの圧電薄板１１ａの正極面（引っ張り荷
重に対してプラスの信号が生じる面）を上側に、また、第２のずれ応力検出要素３１ｂの
圧電薄板１１ｂの正極面が下側に配置されている場合について説明する。
【００５７】
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　まず、圧電薄板１１ｂの正極面の電極膜１２ｃと、圧電薄板１１ａの負極面の電極膜１
２ｂを配線２１ｃで接続する。次に、圧電薄板１１ｂの負極面の電極膜１２ｄと圧電薄板
１１ａの正極面の電極膜１２ａを配線２１ｄで接続する。次に、どちらか一方の圧電薄板
１１の正極面と負極面にそれぞれ配線を接続（ここでは圧電薄板１１ａの負極面に配線２
１ａ、正極面に配線２１ｂ）して外部に引き出す。
【００５８】
　図８（Ｂ）に示すように、ずれ応力検出要素３１ｂが引っ張られた場合、圧電薄板１１
ｂは伸張するので、前述したように、圧電薄板１１ｂの上面の正極面には正の電荷＋Ｑ１

、下面の負極面に負の電荷－Ｑ１を生じる。
【００５９】
　一方、ずれ応力検出要素３１ａには圧縮荷重が作用するので、圧電薄板１１ａは収縮し
、前述したように、圧電薄板１１ａ上面の負極面には正の電荷＋Ｑ１、下面の正極面に負
の電荷－Ｑ１を生じる。
【００６０】
　そして、圧電薄板１１ｂと圧電薄板１１ａの極性を逆転させて出力の差分を検出するよ
うに配線されているので、大きさが２Ｑ１（＝＋Ｑ１―（－Ｑ１））の電荷を得ることが
できる。
【００６１】
　発生する電荷２Ｑ１はずれ応力の大きさと比例するので、本発明のずれ応力センサ２は
、この電荷２Ｑ１の時間変動ｄ（２Ｑ１）／ｄｔを、配線２１ａ、２１ｂを接続して取り
出し、電気回路で積分して２Ｑ１に比例する信号を計測する。
【００６２】
　このように、二組のずれ応力検出要素３１ａ、３１ｂを配置し、２枚の圧電薄板１１ａ
、１１ｂから逆向きの電荷を発生させ、両電荷の出力差分を検出することにより、小さな
ずれ応力でも精度良く検出することができる。
【００６３】
　なお、ずれ応力が上記とは逆向きに作用する場合、図８（Ｃ）に示すように、ずれ応力
検出要素３１ｂに圧縮荷重がかかり、圧電薄板１１ｂは収縮して、圧電薄板１１ｂの上面
の正極面には負の電荷－Ｑ１、下面の負極面に正の電荷＋Ｑ１を生じる。一方、ずれ応力
検出要素３１ａには引っ張り荷重が作用するので、圧電薄板１１ａは伸張し、圧電薄板１
１ａ上面の負極面には負の電荷－Ｑ１、下面の正極面に正の電荷＋Ｑ１を生じ、－２Ｑ１

の電荷を得ることができる。
【００６４】
　このように、圧電薄板１１ａと圧電薄板１１ｂの極性をそれぞれ逆に配置することで、
ずれ応力検出要素３１ａとずれ応力検出要素３１ｂをつなぐ配線が交差することなく簡単
に行える。
【００６５】
　なお、圧電薄板１１ｂと圧電薄板１１ａの上側がともに正極になるように配置されてい
る場合には、２つの配線２１ｃ、２１dを表裏面で交差させて接続する。すなわち、圧電
薄板１１ｂの正極面の電極膜と圧電薄板１１ａの負極面の電極膜を配線で接続し、圧電薄
板１１ｂの負極面の電極膜と圧電薄板１１ａの正極面の電極膜を配線で接続すれば、２枚
の圧電薄板１１ａ、１１ｂの出力の差分を検出することができる。
【００６６】
　その他の点については、前述のずれ応力センサ１と同様であるため、説明を省略する。
【００６７】
　続いて、図９及び図１０を参照し、第３実施形態に係るずれ応力センサ３について説明
する。ずれ応力センサ３は、前述のずれ応力検出要素を４組配置した構成である。
【００６８】
　ずれ応力検出要素３１ａ、３１ｂ、３１ｃ、３１ｄを同一平面上に、圧電薄板１１の延
伸方向に合わせ全て平行に配置している。上下の伝達板１６、１７の表面に沿うずれ応力
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の大きさに比例する出力信号を計測するずれ応力センサ３である。
【００６９】
　図１０は、４組のずれ応力検出要素３１ａ、３１ｂ、３１ｃ、３１ｄを上方から見た平
面図であるが、それぞれ接着層１３と滑りシート１５が互い違いに配置されていることが
わかる。このように配置することで、上述のように圧電薄板１１に圧縮荷重がかかっても
、上下の伝達板１６、１７が浮いて圧電薄板１１が面外にたわみ変形を生じることがない
。
【００７０】
　そして、ずれ応力検出要素３１ａとずれ応力検出要素３１ｃの圧電薄板１１は紙面の表
側が正極になるように配置され、ずれ応力検出要素３１ｂとずれ応力検出要素３１ｄの圧
電薄板１１は紙面の表側が負極になるように配置されている。したがって、紙面の表側の
各電極膜１２（図示せず）を連続して配線２１ｃで接続して引き出した配線２１ｂと、紙
面の裏側の各電極膜（図示せず）を連続して配線２１ｄで接続して引き出した配線２１a
から、上記第２実施形態のずれ応力センサ２で説明したように、ずれ応力の総和に比例す
る出力信号を計測することができる。
【００７１】
　このように、ずれ応力検出要素３１を複数配設すると、接着層１３が細かく分布するよ
うになるので、上下の伝達板１６、１７に作用するずれ応力を分散させて各ずれ応力検出
要素に伝達することができる。また、ずれ応力検出要素３１を更に複数配置することで、
所望の大きさに対応する広い面積のずれ応力センサを作製することができる。
【００７２】
　他の点については、前述同様であるので説明を省略する。
【００７３】
　次に、図１１を参照し、２方向（Ｘ軸とＹ軸）のずれ応力を検出できる第４実施形態の
ずれ応力センサ４について説明する。図１１（Ａ）は、ずれ応力センサ４のずれ応力検出
要素３１の配置を示す平面図、（Ｂ）は、Ｘ軸方向のずれ応力を検出するずれ応力検出要
素３１を抜き出して示した平面図である。
【００７４】
　ずれ応力検出要素３１ａ、３１ｂは、Ｘ軸と平行に配置されており、これらが対になり
、Ｘ軸方向のずれ応力を検出する。そして、ずれ応力検出要素３１ａ、３１ｂは互いに対
向するよう、上接着層１３と滑りシート１５を左右反転させた形態で配置している。そし
て、ずれ応力検出要素３１ａ、３１ｂを配線２１ｅ、２１ｆで接続し、歪みによる出力の
差分を配線２１ａ、２１ｂから取り出して、Ｘ軸方向のずれ応力を検出している。
【００７５】
　一方、ずれ応力検出要素３１ｃ、３１ｄはＹ軸と平行に配置されており、これらが対に
なり、Ｙ軸方向のずれ応力を検出する。そして、ずれ応力検出要素３１ｃ、３１ｄは互い
に対向するよう、上接着層１３と滑りシート１５を上下反転させた形態で配置している。
そして、ずれ応力検出要素３１ｃ、３１ｄを配線２１ｇ、２１ｈで接続し、歪みによる出
力の差分を配線２１ｃ、２１ｄから取り出して、Ｘ軸方向のずれ応力を検出している。
【００７６】
　上側および下側の伝達板１６，１７は４つのずれ応力検出要素３１ａ、３１ｂ、３１ｃ
、３１ｄ全てを覆う形態に取り付ける。
【００７７】
　このように配置することで、ずれ応力検出要素が同一平面上に一層から構成した２軸の
ずれ応力センサを構成できるので、センサの厚みを増すことなく、薄く製作することがで
きる。
【００７８】
　図１１（Ｂ）は、図１１（Ａ）のＸ軸方向のずれ応力を計測するずれ応力検出要素３１
ａ、３１ｂと上下の伝達板１６、１７の部分（波線で表示）を取り出して描いたものであ
るが、いずれのずれ応力検出要素３１ａと３１ｂもＸ軸と平行に配置されるとともに、互
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いに対向するよう、滑りシート１５と上接着層１３を左右反転させた形態にて設けられて
いる。Ｙ軸方向のずれ応力を計測するずれ応力検出要素３１ｃ、３１ｄも同様である。
【００７９】
　もちろん、前述のずれ応力センサ１、２又は３に示したような１方向のみのずれ応力を
検出する１軸のずれ応力センサを、２つ直交させて重ね、重なる面を接合して２軸のシー
ト型ずれ応力センサを構成することもできる。
【００８０】
　その他の点については、前述と同様なので説明を省略する。
【００８１】
　図１２は、分布型ずれ応力センサを説明する平面図である。上記の第１実施形態～第４
実施形態のいずれかのずれ応力センサを、多数個同一平面上に一次元状或いは二次元状（
マトリクス状）に配置し、それぞれのずれ応力センサから個別に電荷を取り出すことで、
ずれ応力の分布を測定することができる。例えば、図１２に示すように、所定のシート又
は基板５１の上にずれ応力センサ２を１６個配置し、各センサからの配線２１を束ねた配
線束５２をシート又は基板５１の一部分から外部に引き出すことで容易に構成することが
できる。
【００８２】
　これにより、ベッドに使用する等、広範な面積でどの部分にどの程度のずれ応力がかか
っているかを測定したい場合に、各部のずれ応力を検出でき効果的である。なお、図１２
ではシート又は基板５１内部の配線を省略して描いている。
【実施例１】
【００８３】
　図９で説明した、第３実施形態に係る１軸のずれ応力センサ３を作製して実験を行った
。圧電薄板はアルミ蒸着の電極膜が表裏面についた８０μｍ厚さのものを９×４０ｍｍの
寸法に４枚切り出して、正極面と負極面を交互に逆転させて１ｍｍ間隔で平行に並べたも
のをずれ応力検出要素とした。
【００８４】
　滑りシートには塗装用のマスキングテープを使用し、接着層には０．１５ｍｍ厚さの両
面粘着シートを使用した。上下の伝達板にはそれぞれ厚さ０．２ｍｍのペット樹脂板を使
用した。ずれ応力センサの寸法は一辺が約４０ｍｍの正方形で、全体厚さは０．７５ｍｍ
である。
【００８５】
　次に、市販のロードセル（容量５００Ｎ）の上に垂直な剛性板を立てて固定し、剛性板
の一方の面にずれ応力センサを貼り付けた。そして、表面側の伝達板の上に滑り止めのシ
リコンゴムシートを置いて、その上から指で上下方向に繰り返し擦る実験を行った。
【００８６】
　ずれ応力センサから引き出した配線からは、ずれ応力の時間微分に比例した出力が生じ
るので、これを静電容量が４．４μＦのコンデンサを並列接続して積分し、ずれ応力に比
例する出力にした後、入力抵抗１Ｍオームの電圧記録計（オムニエースＲＡ１３００（Ｎ
ＥＣ三栄））で記録した。
【００８７】
　その結果を図１３、図１４に示す。図１３（Ａ）がロードセルで計測したずれ応力の波
形、（Ｂ）がずれ応力センサで計測した出力信号の波形である。図１３（Ｂ）を見ると、
指の温度がセンサに伝わることにより、ずれ応力センサの波形に焦電効果によるドリフト
が少し見られるが、ずれ応力センサの波形は、図１３（Ａ）のロードセルの波形とよく一
致していることがわかる
　図１４は、ロードセルで計測したずれ応力の変動幅と、ずれ応力センサで計測した出力
信号の変動幅の関係をプロットしたものである。図１４より、ロードセルに加わった力と
ずれ応力センサから得られた出力信号は比例関係にあることがわかる。
【００８８】
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　このことから、本発明のずれ応力センサは、伝達板にかかるずれ応力の大きさに応じた
出力信号を得られ、精度良くずれ応力を検出できることを実証できた。
【００８９】
　なお、本実施例では第３実施形態に係るずれ応力センサ３について説明したが、第１実
施形態のずれ応力センサ１、又は第２実施形態のずれ応力センサ２についても、ほぼ同様
の結果となる。例えば、１枚の圧電薄板を備える剪断力センサ１に、ある力のずれ応力が
加わった場合の圧電薄板の歪み量を１とすると、同じ力のずれ応力を加えた４枚の同寸法
の圧電薄板を備える剪断力センサ４では、各圧電薄板に伝わる力が分散されるので歪み量
はそれぞれ０．２５となる。圧電薄板が生じる電荷量は、歪み量に比例することから、い
ずれのずれ応力センサにおいても発生する電荷量が同じになるからである。
【００９０】
　ただし、歪み量には圧電薄板の歪み量には限界があることから、圧電薄板の枚数が少な
く、過剰の力が加わるとそれ以上歪むことができず、電荷量が一定となり、大きなずれ応
力の測定が困難になるので、複数の圧電薄板を用いたずれ応力センサとすることが好まし
い。
【実施例２】
【００９１】
　次に、図１１に示した第４実施形態に係る２軸のずれ応力センサ４を試作して実験を行
った。電極膜を付けた圧電フィルムは実施例１と同じものを１５ｍｍ×３０ｍｍ寸法に切
り出して、対になる一方の圧電薄板の表裏面を逆転させて対向するように平行に配置した
ものをずれ応力検出要素対とした。これを図１１のように並べて上下の伝達板に挟み込ん
だ。滑りシートと接着層、およびずれ応力伝達板の材料は実施例１と同じである。２軸の
シート型ずれ応力センサの寸法は一辺が約４７ｍｍの正方形で、全体厚さは０．７５ｍｍ
である。
【００９２】
　図１５は、実験に用いた装置を示したもので、剛性板６２を前記ロードセル６１の上に
垂直に立てて固定し、剛性板６２の一方の面にずれ応力センサ４を貼り付けた。そして、
表面側の伝達板の上に滑り止めのシリコンゴムシートを置いて、その上から指で上下方向
に繰り返し擦る実験を行った。実験は図１５に示すようにずれ応力センサ４の取り付け角
度θを種々変化させて貼り付けた。測定回路と記録計は実施例１と同じである。
【００９３】
　図１６にその結果を示す。図１６（Ａ）は、ずれ応力センサの取り付け角度θが約３０
度の場合に計測したＸ軸方向およびＹ軸方向のセンサの出力電圧とロードセルで計測した
垂直方向の荷重との関係をプロットしたもの、（Ｂ）はずれ応力センサの取り付け角度θ
が約４５度の場合に計測したＸ軸方向およびＹ軸方向のセンサの出力電圧とロードセルで
計測した垂直方向の荷重との関係をプロットしたものである。いずれにおいても、ずれ応
力センサのＸ軸の出力電圧とロードセルのＸ軸の荷重、及びずれ応力センサのＹ軸の出力
電圧とロードセルのＹ軸の荷重は比例関係にあることがわかる。
【００９４】
　図１７はＸ軸方向のセンサの出力信号ＶＸと、Ｙ軸方向のセンサの出力電圧ＶＹから垂
直方向の出力信号をベクトル和（ＶＸ２＋ＶＹ２）１／２で求め、ロードセルで計測した
垂直方向の荷重の変動幅と比較したものである。図１７より２軸のせん断力センサの出力
はセンサの設置角度によらずほぼ一本の直線になっている。
【００９５】
　これらから、本発明の２軸のずれ応力センサは、伝達板にかかるずれ応力のＸ軸方向及
びＹ軸方向にかかるそれぞれの大きさに応じた出力信号を得られ、精度良くずれ応力を検
出できることを実証した。
【図面の簡単な説明】
【００９６】
【図１】本発明の第１実施形態に係るずれ応力センサの概略構成を示す斜視図である。
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【図２】本発明に用いる圧電薄板の電荷の発生状態を示す斜視図である。
【図３】本発明のずれ応力センサの検出原理を示す断面図である。
【図４】本発明の接続部材で上下の伝達板を接続したずれ応力センサの斜視図である。
【図５】本発明の第２実施形態に係るずれ応力センサの斜視図である。
【図６】本発明の第２実施形態に係るずれ応力センサの断面図である。
【図７】本発明の第２実施形態に係るずれ応力センサの検出原理を示す断面図である。
【図８】本発明の第２実施形態に係るずれ応力センサの配線構造及び電荷の発生状態を示
す断面図である。
【図９】本発明の第３実施形態に係るずれ応力センサの斜視図である。
【図１０】本発明の第３実施形態に係るずれ応力センサの内部構成を示す平面図である。
【図１１】本発明の第４実施形態に係るずれ応力センサの内部構成を示す平面図である。
【図１２】本発明の分布型ずれ応力センサの構成を示す平面図である。
【図１３】本発明の第２実施形態に係るずれ応力センサの出力波形を示す測定図である。
【図１４】本発明の第２実施形態に係るずれ応力センサの出力と荷重との関係を示す測定
図である。
【図１５】本発明のずれ応力センサのずれ応力測定に用いた装置の概略を示す正面図であ
る。
【図１６】本発明の第４実施形態に係るずれ応力センサの出力と荷重との関係を示す測定
図である。
【図１７】本発明の第４実施形態に係るずれ応力センサの出力と荷重との関係を示す測定
図である。
【符号の説明】
【００９７】
　１　　　ずれ応力センサ
　２　　　ずれ応力センサ
　３　　　ずれ応力センサ
　４　　　ずれ応力センサ
　５　　　分布型ずれ応力センサ
　１１　　圧電薄板
　１２　　電極膜
　１３　　上接着層
　１４　　下接着層
　１５　　滑りシート
　１６　　上側伝達板
　１７　　下側伝達板
　２１　　配線
　３１　　ずれ応力検出要素
　４１　　伝達板接続部材
　５１　　シート又は基板
　５２　　配線束
　６１　　ロードセル
　６２　　剛性板
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